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北杜市地域医療振興事業費補助金交付要綱 

平成２７年３月２７日 

告示第１５号 

改正 令和３年３月２５日告示第２８号 

北杜市地域医療振興事業費補助金交付要綱（平成２５年北杜市告示第２４号）の

全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 地域医療開業支援事業（第４条―第７条） 

第３章 地域医療連携施設支援事業（第８条―第１０条） 

第４章 助産所開業支援事業（第１１条―第１３条） 

第５章 補助金の変更、取下げ及び実績報告等（第１４条―第２２条） 

第６章 雑則（第２３条） 

附則 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この告示は、北杜市の医療体制の拡大及び地域住民が医療を受けやすい体

制並びに市内での出産体制の確保を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与

することを目的として、北杜市内に新たに診療所を開設する開業医、助産所を開

設する助産師及び市民のために医療連携を行う病院に対し、予算の範囲内におい

て、北杜市補助金等交付規則（平成１６年北杜市規則第５１号）及びこの告示に

基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 病院 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する

病院をいう。 

(２) 診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所（医業を行う場所に限

る。）をいう。 

(３) 医療法人 医療法第３９条第１項及び第２項に規定する医療法人をいう。 

(４) 開業医 市内において、診療所を新たに開設する医師又は医療法人をいう。 

(５) 診療科名 医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第３条の２に規定

する診療科名をいう。 

(６) 助産所 医療法第２条に規定する助産所をいう。 

(７) 助産師 市内において助産所を開設する助産師又は法人をいう。 

(補助対象事業) 
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第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号

に掲げる事業をいう。 

(１) 地域医療開業支援事業 

(２) 地域医療連携施設支援事業 

(３) 助産所開業支援事業 

第２章 地域医療開業支援事業 

(地域医療開業支援事業の補助要件等) 

第４条 地域医療開業支援事業における補助金の対象者、補助の要件及び補助金の

額等については、次の表に定めるところによる。 

補助金の

名称 

補助金の対象者 補助の要件 補助金の額等 備考 

地域医

療開業支

援事業 

医療法第８条に規定する届

出をした診療所の開業医であ

って、次の事項のいずれにも該

当する開業医とする。ただし、

北杜市の医療体制の拡大とし

て、市長が特に必要と認める場

合は、この限りでない。 

(１) 市内において、診療所を

継続して１０年以上開業

する見込みがある者 

(２) 市に対する納入金に滞

納がない者 

１ 看護職員、

助産師及び事

務員（以下「看

護職員等」と

いう。）の人

件費とする。 

２ 当該補助金

の交付請求に

ついては、民

法（明治２９

年法律第８９

号）第４５０

条に規定する

者（以下「保

証人」とい

う。）を置く

こと。 

補助金の交

付期間は、開設

日の翌月から

５年間とし、年

度当たり５０

０万円かつ総

額２，５００万

円を限度額と

する。 

 

(地域医療開業支援事業の交付申請) 

第５条 地域医療開業支援事業において、交付期間の初年度に補助金の交付を受け

ようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を、市長

に提出しなければならない。 

(１) 北杜市地域医療振興事業費補助金交付申請書（様式第１号。以下「補助金

交付申請書」という。） 

(２) 診療所開設許可書の写し（申請時に許可書の交付を受けていない場合にお

いては、交付後速やかに提出すること。） 
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(３) 開業医の医師免許証の写し 

(４) 開業医の住民票（法人にあっては法人登記簿の謄本） 

(５) 開業医の履歴書 

(６) 事業計画書 

(７) 収支予算書 

(８) 開業医の納税証明書 

(９) その他市長が必要と認める書類 

２ 地域医療開業支援事業において、交付期間内に２年目以降の交付を希望する申

請者は、交付を希望する日が属する月の前月末日までに、次に掲げる書類を、市

長に提出しなければならない。 

(１) 北杜市地域医療振興事業費補助金交付更新申請書（様式第２号。以下「補

助金更新申請書」という。） 

(２) 事業計画書 

(３) 収支予算書 

(４) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、速

やかに補助金の交付の可否を決定し、北杜市地域医療振興事業費補助金交付決定

（却下）通知書（様式第３号。以下「補助金交付決定通知書」という。）により

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付決定通知書に、次の各号に掲げる条件を付

すものとする。 

(１) 市が行う医師の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。 

(２) 市が行う健康診査、予防接種その他市民の健康管理及び健康増進事業に協

力すること。 

(３) 休日夜間当番医の診療業務を行うこと。 

(４) 目的を達成するために、市長が特に必要と認める事項 

(補助金の交付) 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が補助金の交付

を請求しようとするときは、交付の決定後速やかに北杜市地域医療振興事業費補

助金交付請求書（様式第４号。以下「請求書」という。）に、保証人誓約書（様

式第５号）及び保証人の印鑑証明書を付して市長に提出しなければならない。こ

の場合において、市長は、診療所の開設が分かる書類の提出を求めることができ

る。 

２ 前項に規定する請求書の提出については、補助金の当該交付期間において各年

度提出するものとする。この場合において、２年度以降はその年の４月１０日（そ
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の日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときはその翌日）までに請求書を提出するものとする。 

３ 市長は、前２項に規定する請求書が提出された場合は、当該診療所の開設及び

当該補助の決定の内容を確認の上、適当と認めたときは、当該補助金を交付する

ものとする。 

第３章 地域医療連携施設支援事業 

(地域医療連携施設支援事業の補助要件等) 

第８条 地域医療連携施設支援事業における補助金の対象者、補助の要件及び補助

金の額等については、次の表に定めるところによる。 

補助金の

名称 

補助金の対象者 補助の要件 補助金の額

等 

備考 

地域医

療連携施

設支援事

業補助金 

医療法第７条の規定に基づ

き許可を受けた病院であって、

北杜市民の利用が有り、北杜市

立病院と医療連携（協定書又は

覚書の締結を行った施設）を行

う病院とする。ただし、病床数

１００床以上、北杜市民の利用

率１５％以上の病院とする。 

市民のため

の医療連携と

して、市長が

特に必要と認

める場合に限

る。 

事業内容

を勘案して

市の予算の

範囲内にお

いて市長が

定める額と

する。 

施設改修時

の申請の場合

は、改修前の

病床数及び利

用率が補助対

象者の要件を

満たしている

こと。 

(地域医療連携施設支援事業補助金の交付申請) 

第９条 地域医療連携施設支援事業補助金の交付を受けようとする申請者は、次に

掲げる書類を、市長に提出しなければならない。 

(１) 補助金交付申請書 

(２) 補助金調書（様式第６号） 

(３) 市民の利用状況及び医療連携の確認できる書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第１０条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、

速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付決定通知書に必要な条件を付すことができ

る。 

第４章 助産所開業支援事業 

(助産所開業支援事業の補助要件等) 

第１１条 助産所開業支援事業における補助金の対象者、補助の要件及び補助金の

額等については、次の表に定めるところによる。 
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補助金の

名称 

補助金の対象者 補助の要件 補助金の額等 備考 

助産所

開業支援

事業補助

金 

医療法第８条に規定する届

出をした助産所であって、次の

各号のいずれにも該当する者

とする。 

(１) 市内において、助産所を

継続して１０年以上開業

する見込みがある者 

(２) 市に対する納入金に滞

納がない者 

１件の分娩

時に置く介助

助産師１人の

雇用費とす

る。 

補助金の交付

期間は、開設日

の翌月から５年

間とし、１件の

分娩に対し６

０，０００円を

限度額とする。 

 

(助産所開業支援事業補助金の交付申請) 

第１２条 助産所開業支援事業補助金において、交付期間の初年度に補助金の交付

を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。 

(１) 補助金交付申請書 

(２) 助産所開設許可書の写し（申請時に許可書の交付を受けていない場合にお

いては、交付後速やかに提出すること。） 

(３) 嘱託医師、病院、診療所の承諾書の写し 

(４) 助産師免許証の写し 

(５) 助産師の住民票（法人にあっては法人登記簿の謄本） 

(６) 助産師の履歴書 

(７) 事業計画書 

(８) 収支予算書 

(９) 助産師の納税証明書 

(１０) その他市長が必要と認める書類 

２ 助産所開業支援事業補助金において、交付期間内に２年目以降の交付を希望す

る申請者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。 

(１) 補助金交付更新申請書 

(２) 事業計画書 

(３) 収支予算書 

(４) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第１３条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、

速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付決定通知書に必要な条件を付すことができ
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る。 

第５章 補助金の変更、取下げ及び実績報告等 

(変更の申請等) 

第１４条 第６条第１項、第１０条第１項及び前条第１項の規定により交付決定を

受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該補助の決定の内容に関し計画

を変更しようとするときは、北杜市地域医療振興事業費補助金交付変更申請書（様

式第７号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、変更

の承認の可否を決定し、北杜市地域医療振興事業費補助金交付変更決定（却下）

通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

(記載事項の変更の届出) 

第１５条 補助事業者は、第５条及び第１２条の規定により提出した申請書又は添

付書類の記載事項に変更があったときは、前条第１項の規定に該当する場合を除

き、速やかに、記載事項変更届出書（様式第９号）により市長に届け出なければ

ならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。 

(申請の取下げ) 

第１６条 補助事業者は、補助金の交付の申請を取り下げるときは、北杜市地域医

療振興事業費補助金交付申請取下げ届出書（様式第１０号）により市長に届け出

なければならない。 

(交付の決定の取消し等) 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

北杜市地域医療振興事業費補助金取消し等決定通知書（様式第１１号）により、

補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 第７条第１項に規定する、保証人誓約書を添付しないとき。 

(２) 交付の決定を受けた後、正当な理由がなく、開設予定日から６月以上診療

所又は助産所の業務を開始しないとき。 

(３) 正当な理由がなく、１年以上診療所又は助産所を休止し、又は１０年以内

に廃止したとき。 

(４) 医師免許又は助産師免許の取消し等により、診療所又は助産所の業務を継

続することができなくなったとき。 

(５) 偽りその他不正な手段により第６条第１項、第１０条第１項及び第１３条

第１項の補助金の交付の決定又は第１４条第２項の変更の承認を受けたとき。 

(６) 第６条第２項、第１０条第２項及び第１３条第２項の規定により付された

条件に違反したとき。 

(７) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(８) この告示内容に違反したとき。 
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(実績報告) 

第１８条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の

日から起算して２箇月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の

翌年度４月１０日のいずれか早い期日までに北杜市地域医療振興事業費補助金交

付実績報告書（様式第１２号。以下「実績報告書」という。）に次の各号に掲げ

る書類を添付して、市長に報告するものとする。 

(１) 事業実績書 

(２) 収支報告書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

(額の確定及び補助金の交付) 

第１９条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、補助金を交付すべきものと認める場合は、補助金の額を確定し、速やか

に北杜市地域医療振興事業費補助金確定通知書（様式第１３号）により補助事業

者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとすると

きは、請求書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。 

４ 前２項の規定は、地域医療開業支援事業については適用しないものとする。 

(報告及び調査) 

第２０条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し報告を求め、又

は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。 

(補助金の返還) 

第２１条 市長は、第１５条から第１７条までの規定により補助金の交付を取り消

し、又はその額を減額した場合及び第１８条に規定する実績報告に過払金が生じ

た場合は、既に交付した当該補助金の全部又は一部を、期限を定めて、その返還

を命ずるものとする。ただし、開業医に返還能力がない場合は、保証人がその債

務を負う。 

(書類の保管期間) 

第２２条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書

類を整備し、補助対象事業の完了した日から起算して５年を経過した日の属する

会計年度の末日まで保存しなければならない。 

第６章 雑則 

(その他) 

第２３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 
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   附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この告示による改正後の北杜市地域医療振興事業費補助金交付要綱の規定は、

この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に申請書が提出された補助

金の交付から適用し、施行日前に申請書が提出された補助金の交付については、

なお従前の例による。 


